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本
町
に
あ
る
官
公
庁ら

の
官
公
庁
の
沿
革
を
み
る
と
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
本
町
治
政
の
発
展
の
経
過
で
あ
っ
て

変
動
す
る
世
相
の
流
れ
を
そ
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

本
町
の
諸
官
公
庁
が
現
に
果
た
し
つ
つ
あ
る
行
政
的
役
割
り
と
過
去
積
み
重
ね
て
き

た
業
績
を
さ
ぐ
り
、
更
に
ま
た
、
将
来
中
央
庁
と
木
町
ま
た
は
峡
南
地
域
開
発
へ
の
橋

渡
し
的
使
命
を
検
討
し
、
そ
の
存
在
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

説

本
町
に
お
か
れ
て
い
る
官
公
庁
は
別
表
分
布
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
町
行
政
の
中
心

で
あ
る
町
役
場
と
交
通
の
要

衝
で
あ
る
身
延
駅
の
回
り
に

あ
つ
ま
っ
て
い
て
、
あ
た
か

も
峡
南
の
行
政
セ
ン
タ

ー
の

観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
種

別
も
土
木

・
厚
生

・
経
済

・

交
通

・
通
信

・
治
安
等
多
種

多
様
、
管
轄
の
区
域
も
町
内

に
留
ま
る
こ
と
な
く
隣
町
数

カ
町
に
及
ぶ
。

由
来
こ
の
よ

う
な
中
央
庁
の
出
先
機
関
の

り

ゅ

う

へ

き

駐
留
は
こ
の
地
の
僻
遠
性
を

も
の
語
る
と
と
も
に
、
本
町

が
草
深
い
峡
南
で

の
中
枢
的

要
地
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で

も
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
こ
れ

第
一
章

総
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各、
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庁

第
一
節

山
梨
県
身
延
土
木
事
務
所

在

身
延
町
抑
平
二
四
八
三
の
三

O

畳かきに出勤する土木事務所のグレーダー

機
械
と
業
務
内
容

一
一
九
二

所務ド山中木上延身梨上

一

?
A

-
1-

協

一一

管
内
道
路
橋
梁
維
持
修
結
工
事
設
計
耽
将
に
関

一
路

一一

卜
〉
一
;

一
道

一一

寸
42
よ

J

一
所

一一
|
市
川
宮
沢
町
地
内
の
工
務
諜
所
属
所
静
事
引
、

ー

ー

務

一|

|
一
以

一|
一
文
』
収
発
、
編
集
保
管
、
工
蛍
区
の
庶
務
に
関

巨

ー

二

一

い

一

「
す
る
こ
と
。

一一

員

一一

i
河
川
法
第
十
七
条
十
七
日
す
の
二
お
よ
び
第
十
八

一一

哩
一

一
条
、
第
十
九
条
に
関
す
る
こ
と
。
河
川
に
対
す

一
昨

一一

る
管
理
許
可
違
反
取
締
調
査
、
河
川
生
産
物
出

一
川

一
「
隙
訓
査
等
。

一
係

一一
|
一
般
庶
務
、
会
計
、
川
町
村
工
事
の
契
約
工
事

一
務

一|
一

の
助
成
事
務
指
導
、
池
設
業
者
の
統
計
、
調
達

一
庶

一一
|
登
録
院
督
指
導
。

!
相
|
一
一
寸
利

|
一一

l
土
地
収
用
、
買
収
補
炉
、
払
い
下
げ
、
貸
付
、

5

一
一
一

t
一一

道
路
河
川、

固
有
地
水
面
の
占
用
、
使
用
、
道

完

「
「
一

盟

亡

路
河
川
敷
の
登
記
、
砂
防
施
設
を
要
す
る
土
地

1

一

一

Z

一一

の
指
定
、
砂
防
指
定
地
内
の
作
業
の
許
司
、
本

位

一

一

年

一一

防
に
関
す
る
こ
と
、
屋
外
広
告
物
の
取
締
、
建

ー
は

l
一

「

け
|一

「
築
公
常
住
宅
等
の
設
計
指
導
舵
督
。

一|
一判

一!

?

延

町
お
よ
び
早
川
町
の
道
路
橋
梁
に
関
す
る

一

口

問
」

「

調
査
設
計
、
指
導
監
督
に
関
す
る
業
務
。

一一

縦

一一

身
延
町
お
よ
び
早
川
町
川
川
砂
防
に
関
す
る
調

丁一

工

一|一

一一

似

一一

査
設
計
、
折
帯
広
叫
に
凶
す
る
こ
と
。

所

地

二

沿

革

大
正
七
年
四
月
鰍
沢
土
木
出
張
所
身
延
駐
在
所
と
し
て
発
足
し
、
総
門
内
太
平
橋
際

に
庁
舎
を
設
置
し
南
巨
摩
、
西
八
代
を
管
轄
。
大
正
十
五
年
十
一
月
身
延
土
木
出
張
所

を
設
置
し、

鰍
沢
土
木
出
張
所
を
廃
止

す
る
。
(
西
島
駐
在
所
移
管
〉
昭
和
九

年
十
一
月
殿
前
へ
庁
舎
を
移
転
す
る
。

昭
和
二
十
凶
年
一
月
四
島
駐
在
所
お
よ

び
陸
介
駐
在
所
を
商
品
工
営
所
、
南
部

工
営
所
に
改
め
る
。
(
六
郷

・
下
部

・

中
富

・
早
川
・
身
延
・

南
部

・
富
沢
を

管
区
と
す
る
。
)
昭
和
二
十
七
年
十
二

月
工
営
所
を
工
営
区
と
改
め
る
。
(
南

部
工
営
区

・
西
島
L
営
区
)
昭
和
三
十

年
四
月
西
島
工
営
区
を
市
川
出
張
所
の

所
管
と
す
る
。
(
南
部
・
富
沢
・
身
延

・
早
川
が
所
管
と
な
る
)
昭
和
三
十
九

年
九
月
十
四
日
栴
平
の
現
在
地
に
移
転

す
る
。



四
現
状
と
今
後
の
動
向

(
一
)
所
管
総
面
積
(
早
川
町
、

身
延
町
、
富
沢
町
、
南
部
町
)
六
八
九

・
五
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル

つ

己

職

員

五

二
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事

務

吏

員

九
人

'

主
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補
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四
人

庁
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員
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人

道

路

補

修

係

補

助

(

二

十

二

条

職

員

)

二

人

非
常
勤
嘱
託

白
一

人

事

務

補

助

二

人

一

般

事

務

補

助

六

人

〈
三
)
道
路
網

一
級
国
道
(
五
十
二
号
線
〉
「
三
万
八
、
六
六
一

・
二
メ

ー
ト
ル
」

一

般

県

道

二

一

路

線

総

延

長

一

四

七

、

一
九
一

・
四
メ
ー
ト
ル

〈
四
)
橋
梁
数
二
ハ
八
(
内
長
大
崎
八
〉

〈
五
〉
河

川

一
四
七

C
E
二

、
ハ
二
0
メ
ー
ト
ル
)

〈
六
)
砂
防
指
定
地
九
六
カ
所

第
二
節

甲
府
地
方
法
務
局
身
延
出
張
所

一

所

地

二

沿

革

開
和
四
年
司
法
省
告
示
第
二
十
二
号
に
よ
り
、
昭
和
五
年
一
月
十
五
日
鰍
沢
区
裁
判

所
身
延
出
張
所
と
し
て
、
身
延
町
波
木
井
一
七
三

O
番
地
に
閲
庁
す
る
。

昭
和
十
六
年
九
月
一
自
身
延
町
梅
平

二
ハ
六
六
番
地
に
庁
舎
移
転

昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
官
制
改
正
に
よ
り
、
甲
府
地
方
法
務
局
身
延
出
張
所
と

庁
名
を
変
更
す
る
。 在

身
延
町
梅
平
二
ハ
六
六
番
地

第
二
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管

轄

身

延

町

五
業
務
内
容
お
よ
び
処
理
件
数

〈
一
)
業
務
内
容

ω
権
利
関
係
の
基
本
と
な
る
登
記

ω
土
地
家
屋
台
帳
等
の
民
事
行
政
事
務

(
二
〉
処
理
件
数
(
昭
和
四
十
二
年
度
)

ω
不
動
産
登
記
二
一
八
六
件

ω
商
業
法
人
登
記
三
三
件

ω
台

帳

登

記

一

O
四
七
件

ω
謄
抄
本
の
閲
覧
証
明
請
求
一
八
、
八
二
五
件

六
現
況
と
そ
の
動
向

簿そ
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11長一

一-..".コ
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の記
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庁台
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第
十
四
編

本
町
に
あ
る
官
公
庁

計
画
を
も
っ
て
こ
の
作
業
に
と
り
組
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
作
業
完
了
後
は
台
帳
は

廃
止
さ
れ
登
記
簿
一
本
と
な
る
。

第
三
節

日
本
専
売
公
社
身
延
出
張
所

沿所

革地

身
延
町
角
打
七
五
九
の

在

日本専売公社身延出張所

昭
和
六
年
七
月
一
日
た
ば
こ
元
売

さ
ば
き
捌
所
よ
り
専
売
局
大
河
内
た
ば
こ
販
売

所
設
置
さ
る
。

昭
和
十
九
年
七
月
一
日
鰍
沢
た
ば

こ
販
売
所
と
合
併
し
て
専
売
局
大
河
内

出
長
所
と
改
称
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
公
社
法

施
行
に
よ
り
日
本
専
売
公
社
大
河
内
出

張
所
と
改
称
す
る
。

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
鰍
沢
町
に

新
設
の
庁
舎
建
設
さ
れ
、
鰍
沢
た
ば
こ

販
売
所
を
出
張
所
に
昇
格
し
、
本
所
は

大
河
内
た
ば
こ
販
売
所
と
す
る
。

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
山
梨
県

下
機
構
改
正
に
よ
る
販
売
支
所
系
列
施

行
に
よ
り
大
河
内
出
張
所
と
改
称
す
る
。

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
販
売
区
域
に
早
川
町
全
域
お
よ
び
中
富
町
、
下
部
町
の

一
部
を
編
入
区
域
の
拡
大
を
計
る
。

昭
和
三
十
八
年
八
月
二
十
三
日

新
庁
舎
建
設
現
在
に
い
た
る
。

一
一
九
四

機

1薄

理

係

古先

係

四

管

轄

西
八
代
郡
の
一
部
(
下
部
町
の

延
町
、
南
部
町
、
富
沢
町
)

五
業
務
内
容
お
よ
び
処
理
件
数

〈
一
〉
管
内
総
面
積
七
六
九
平
方
メ
ー
ト
ル

合
一
〉
管
内
総
人
口
四
四
、

0
0
0人

(
三
)
町
別
小
売
庖
お
よ
び
販
売
実
績
(
昭
和
四
十
一
年
度
〉

部
)
南
巨
搾
郡
(
中
富
町
の

部
、
早
川
町
、
身
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沢 部 延 ) 11 r晶をョ， 剖1
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町
別
た
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消
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実
績
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昭
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四
十
一
年
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〉

一
金
額
ハ
千
円
)
一

一

六
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四
六
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四
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四
八
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一
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昔日

町

/ 。

年
間
事
業
計
画

昭 1=
和|寸

四 |九 |ー

さ直l三
年
度

A 
Eコ

引
川

四
五
、

沢

町

富 ノレ 二巳 わ ひ ノ、 ノ、 ピ オミ や 、子ーー 銘
ム イ イ
七、 び 泉 フ フ ま は.

二c.
イ イ

土 ナ フ tま き ト ト ス フ。 と く 柄

-・h 装

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一。。。。。。。。。。。。置
一 数
，じ 四 ーノム¥、ー 四 一、

九四 一四 二八
九= 九九五 八七九

ーJ-L¥a 一 一

五 O
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金 B1三ZL ツノレ
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一
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四
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九八 五 一 七 五 五 0 四
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八
現
況
と
そ
の
動
向

こ
の
出
張
所
は
県
の
最
南
端
に
あ
り
富
士
宮
出
張
所
と
境
し
富
士
川
を
は
さ
ん
で
散

在
す
る
集
落
を
対
象
に
出
張
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
県
下
他
の
出
張
所
に
比
し

こ
れ

と
い
っ

た
工
場
も
な
く
極
め
て
変
化
の
少
な
い
地
域
で
は
あ
る
が
、
観
光
資
源
と
し
て

下
部
温
泉
の
観
光
客
及
び
身
延
山、

七
面
山
等
の
参
詣
客
、
僅
か
で
は
あ
る
が
南
ア
ル

プ
ス
を
背
景
と
す
る
西
山
温
泉
等

へ
の
観
光
客
に
よ
り
商
況
に
活
気
を
呈
し
て
い
る
。

従
っ
て
販
売
伸
び
率
も
最
近
に
お
い
て
年
間

一
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し、

随
所
で
行
な

わ
れ
る
土
木
工
事
、
山
林
事
業
、
強
備
さ
れ
る
道
路
網
の
開
発
に
よ
り
経
済
的
交
流
も

第
二
章

ノ:¥.
A二、

庁

官

ま
す
ま
す
活
発
化
す
る
た
め
商
況
も
発
展
の
見
通
し
は
明
か
る
い
。

第
四
節

身
延
公
共
職
業
安
定
所

在

身
延
町
身
延
一

七
六
七
番
地

一

所

地

二

沿

革

昭
和
八
年
七
月
一
日
町
品
職
業
紹
介
機
関
と
し
て
身
延
町
職
業
紹
介
所
と
し
て
発
足

す
る
。
事
業
所
を
町
役
場
内
に
お
く
。

身延公共職業安定所

昭
和
十
三
年
十

一

月
十
九
日
国
営
に

移
管
、
鰍
沢
職
業
紹

介
所
身
延
出
張
所
と

改
称
す
る
。

昭
和
十
六
年
十
二

月
二
十
四
日
身
延

出
張
所
が
身
延
国
民

職
業
指
導
所
に
昇
格

す
る
。昭
和
十
七
年
十
月
十
五
日
現
在
地
に
庁
舎
を
移
転
す
る
。

昭
和
十
九
年
三
月
一
日
身
延
勤
労
動
員
署
と
改
称
し
勤
労
動
員
業
務
を
担
当
す

γ
Q

。昭
和
二
十
年
十
月
五
自
身
延
勤
労
署
と
改
称
す
る
。

昭
和
二
十
二
年
四
月
七
日
身
延
公
共
職
業
安
定
所
と
改
称
し
現
在
に
至
る
。

三

管

轄

早
川
町
、
身
延
町
、
南
部
町
、
富
沢
町
を
管
軒
区
域
と
す
る
。
こ
の
地
域
は
県
南
部

に
位
し
南
ア
ル
プ
ス
よ
り
発
す
る
早
川
と
甲
府
盆
地
の
諸
川
を
合
す
る
富
士
川
と
合
流

し
て
南
へ
貫
流
し
地
域
を
東
西
に
分
割
し
複
雑
な
地
形
で
あ
る
。
管
内
代
表
産
業
は
林

一
一
九
五
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本
町
に
あ
る
{
口
公
庁

業
を
主
体
と
す
る
木
材
関
係
工
業
と
水
資
源
を
活
用
し
て
の
電
源
開
発
が
進
み
数
々
の

発
電
事
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
寓
士
川
沿
岸
で
は
砂
利
採
集
が
盛
ん
で
あ
る
。
勤
労

市
場
と
し
て
の
特
色
は
静
岡
県
か
ら
の
求
人
が
多
く
、
地
形
的
制
約
に
よ
り
管
内
に
大

企
業
が
な
い
た
め
雇
用
労
働
の
供
給
地
域
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

凶

機

構

lEl 
ilE 

労働省職業安定局

業
務
課

係定船
迎介
用認

一
職
業
指

!
一
導
求
人

一
係労

{劫
係

五
業
務
内
容
お
よ
び
処
理
件
数

ハ
一
)
業
務
内
容

職
業
安
定
法
、

一農
用
対
策
法
、
緊
急
失
業
対
策
法
、
身
体
障
害
者
促
進
法
そ
の
他
職

業
安
定
に
関
す
る
諸
法
令
に
基
づ
き
、
労
働
者
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
労
働
者
の
自

由
と
権
威
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
職
業
の
安
定
を
は
か
る
。
又
経
済
の
興
隆
に
寄

与
す
る
た
め
、
そ
の
能
力
に
適
応
す
る
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
、
工
業
そ
の
他
の
雇

用
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
す
る
。

私
的
公
的
な
業
務
を
は
じ
め
出
用
対
象
就
職
困
難
な
も
の
の
就
職
媛
護
等
の
完
全
雇

用
を
は
か
る
。

一
一
九
六

(
二
)
業
務
処
理
状
況

一
般
求
人
求
職
就
職
取
扱
い
状
況
(
昭
和
四
十
二
年
度
〉

140 
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一
般
失
業
保
険
支
給
対
象
表

150 
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130 

120 

110 

100 
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^ ιコ、

官

庁

8月 9月 10n 11月 12日7 )J 6 J J 5FJ 4月3 n 2)1 

90 

万
80・
1月

管内高等学校卒業予定者進路と求人

11弓3E 昭 和 40年度 昭和 41年度 昭 和 42年度

男 | 女 | 計 |比率% 男 | 女 | 計 |比率% 男 | 女 | 計 |比率%

卒 業 者 数 16L' 184 346 217 251 478 2コ5 2δ0 465 

進 ρそJら- 干号 数 82 41 123 35.5 111 56 167 34.9 86 63 149 32.0 

家事従事者数 3 4 1.2 7 8 1.7 4 8 12 2.6 

就 職 者 数 78 12ヲ 2)7 59.8 100 181 281 58.8 110 172 282 60.6 

訓練所入所数 。。。。。。。。 2 。 2 0.4 
各 種学校入 学者数 。 10 10 2.8 3 16 19 3.9 3 11 14 3.0 
そ の 他 2 0.6 2 3 0.6 。 6 6 1.3 

求 人 数総数 395 249 644 3つ.0 232 368 65~ 38.0 818 556 1，374 51.0 

県 内 求 人 数 64 93 157 24.4 28 15 43 6.6 46 49 95 6.9 

県外 求人数 331 156 487 75.6 254 353 607 93.4 772 507 1，279 93.1 

一
一
九
七
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本
町
に
あ
る
官
公
庁

管内中学校卒業予定者進路と求人

71竺ミE 昭和 40年度 昭和 41年度 昭和 42年度

~j I 女 | 計 |比率% 男 | 女 | 計 |比率% 男 | 女 | 計 |比率%

卒 業 者 数 531 1，019 一 5つ6 506 1，012 479 433 912 

進 ρずMらー 者 数 336 313 649 60.1 32o 325 651 64.3 314 2ヲ8 612 67.2 

家事従事者数 3 2 5 0.5 2 2 4 0.4 。 0.1 

就 職 者 数 159 190 349 32.3 127 147 274 27.1 99 105 2J4 20.4 

訓練所入所数 42 11 53 4.9 48 12 60 5.9 62 15 77 8.5 

各穐学校入学者数 4 12 16 1.5 。 13 13 1.3 。 11 11 1.21 
そ の 他 4 3 7 0.7 3 7 10 1.0 3 4 10 0.81 

求人数総数 713 936 1，649 47.0 382 640 1，022 37.0 426 605 1，031 50.01 

県 内 求人数 193 346 540 3.3 128 287 415 41.0 108 253 361 35.0 

県外求人数 520 589 1，109 67.0 254 353 607 59.0 318 352 670 65.0 

六

現

況

と

そ
の
動
向

若
年
労
働
力
、

技
能
労
働
力
を
中

心
と
す
る
労
働
力

不
足
の
深
刻
化
、

そ
の
過
程
に
お
け

る
新
規
労
働
力
の

学
歴
構
成
の
高
度

化
、
産
業
構
造
の

変
化
に
伴
う
中
高

年
齢
層
の
職
業
転

換
等
雇
用
面
の
構

造
変
化
が
急
激
な

勢
い
で
進
ん
で
ゆ

く
現
在
、
雇
用
政

策
と
経
済
政
策
と

を
併
行
し
労
働
力

と
産
業
の
発
展
と

の
調
和
を
図
っ
て

い
く
。

一
一
九
八

第
五
節

農
林
省
山
梨
県
食
糧
事
務
所

南
巨
摩
支
所
身
延
出
張
所

一

所

地

二

沿

革

昭
和
八
年
十
月
米
穀
統
制
法
が
施
行
さ
れ
、

な
た
ね
の
検
査
が
実
施
さ
れ
る
。

在

身
延
町
丸
滝
五
六
五
番
地

本
県
に
お
い
て
は
周
年
六
月
小
麦
・

農林省山梨県食糧事務所南巨摩支所身延出張所

昭
和
九
年
十
一
月
県
外
移
出
の
米

穀
検
査
を
実
施
す
る
。

昭
和
十
二
年
四
月
山
梨
県
穀
物
検

査
所
が
独
立
発
足
し
、
米
穀
、
大
麦
、

精
米
の
強
制
検
査
が
実
施
さ
れ
る
。

昭
和
十
七
年
二
月
食
糧
管
理
法
が

施
行
さ
れ
同
年
十
二
月
食
糧
検
査
は
国

営
と
な
り
、
山
梨
県
食
糧
検
査
所
と
改

め
ら
れ
旧
身
延
町
に
検
査
官
が
配
置
さ

れ
、
旧
豊
岡
村
、
旧
下
山
村
農
業
技
術

員
が
嘱
託
と
な
る
。

昭
和
二
十
一
年
二
月
甲
府
食
糧
事

務
所
設
置
、
同
年
三
月
職
員
増
員
さ

れ
、
市
川
支
所

身
延
出
張
所
を
設
置

し
、
事
務
所
を
旧
身
延
町
農
業
協
同
組

合
に
お
く
。

昭
和
二
十
二
年
五
月
甲
府
食
糧
事
務
所
は
山
梨
県
食
糧
検
査
所
と
合
併
し
山
梨
食

糧
事
務
所
と
改
め
ら
れ
、
同
年
九
月
南
巨
摩
支
所
身
延
出
張
所
と
な
る
。

昭
和
三
十
年
二
月

町
村
合
併
に
よ
り
旧
大
河
内
村
を
も
管
轄
し
事
務
所
は
現
在
地



と
な
る。

四 三

管

轄

区

域

職
員
配
置
状
況

身
延
町
全
域

検

主任検書
出 H能

査
日長

所

官 長 名

内 古 望 氏

藤 屋 月

芳 哲 竪

基 良F =tb I 名

身延町| 日 下村|山日 盛村!岡日

担

大村河内In 
村大河大l内島n 
当

大除島
区

域

五

業

務

内

容

身
延
出
張
所
は
食
糧
庁
の
出
先
機
関
と
し
て
米
穀
麦
類
等
の
購
入
保
管
管
理
、
農
産

物
の
検
査
配
給
、
精
米
の
品
質
調
査
、
主
要
食
糧
の
生
産
状
況
並
び
に
流
通
の
各
種
調

査
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
。

六
検
査
品
目
と
実
績

穀

玄

米

、
籾
、
精
米
、
種
子
籾

類

大

麦

、

ビ

!
ル
麦
、
裸
麦
、

小
麦
、
麦
製
品

大一豆
、
と
う
も
ろ
こ

し、

雑

穀甘
詩
、
馬
鈴
璃
種
子

麦米作
院
す
白
々

穀

い
も
類

な
た
ね

第
二
章

，/;¥. 
t、

庁

官

表

認米穀
麦類 雑穀

もみ|玄米 大麦|ビ言レ|裸麦|小 麦 大豆

t K t K t K t K t K t K t K 
38 88，800 13，4(刃 18，9∞ 7，4∞ 77 ，0∞ 16，7∞ 
39 90，300 0，7∞ 23，0∞ 8，7∞ 10，400 106，100 15，5∞ 
40 57，2コ0 37，7∞ 14，2∞ 18，400 107，8∞ 9，3∞ 
41 24，3∞ 10，100 31，900 16，500 15，300 74，4α〕26，5∞ 
42 50，3∞ 24，800 30，5∞ 16，4α〕21，2こむ 58，6∞ 27，1∞ 

手責実査検

第
六
節

山
梨
県
身
延
保
健
所

一

所

在

地

二
沿
革
と
管
轄

昭
和
十
九
年
十
月
一
口
県
民
修
練
所
と
し
て
発
足
し
た
。
人
口
一
一
八
、

(
南
巨
摩
西
八
代
両
郡
三
町
三
八
カ
村
)

身
延
町
身
延
一
七
四

O
番
地

八
二

O
人

昭
和
二
十
四
年
四
月

一
日

保

健

所

法
の
改
正
に
よ
り
C
級

保

健
所
と
な

る。
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
西
八
代

郡
(
上
九
一
色
、
下
九
一
色
、
上
野
、

大
塚
、
市
川
大
門
、山
保
、高
田
、
大
同
)

は
甲
府
保
健
所
へ
移
管
。
南
巨
摩
郡

(
増
施
、
穂
積
、
五
開
)
は
小
笠
原
保

健
所
へ
分
離
移
管
す
る
。

昭
和
二
十
五
年
七
月
一
日
性
病
診

療
所
を
併
設
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日
優
性

保
健
相
談
所
が
併
設
さ
れ
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
次
長
制

が
布
か
れ
る
。

開
和
三
十
四
年
三
月
三
J

ー
一
日
併
設
性
病
診
療
所
が
廃
止
さ
れ
る
。

昭
和
三
十
五
年
十
月
一
口
従
来
の

A
B
C
規
格
保
健
所
区
分
は
型
別
に
分
類
さ
れ

僻
地

L
5
型
と
な
る
。
町
村
合
併
に
よ
り
西
八
代
二
町
、
南
巨
摩
五
町
計
七
町
管
区
と

な
る
。
(
下
部
、
六
郷
、

]
川
、
中
富
、
身
延
、
南
部
、
富
沢
〉

人
口
五
六
、

O
八
四

人

山梨県身延保健所

一
一
九
九
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町
に
あ
る
官
公
庁

昭
和
三
十
七
年
五
月
一
日

り
現
在
に
至
る
。

一

機

次
長
制
を
廃
止
し、

総
務
課
、
衛
生
課
の
二
課
制
と
な

K
壬
品川
V

身
延
{九七
世s
所

及

係

防

係

凶

業

務

内

容

(

一

〉

総

務

課

庶

務

係

一
般
庶
務
、
会
計
事
務
の
ほ
か
医
薬
温
泉
衛
生
統
計
の
業
務
を
行
な
う
。

普

及

係

保
健
業
務
、
衛
生
教
育
、
結
核
訪
問
、
母
子
保
健
栄
養
関
係
業
務
を
行
な
う
。

(

二

)

衛

生

課

衛

生

係

食
品
衛
生
、
環
境
衛
生
、
狂
犬
病
関
係
業
務

予

防

係

結
核
予
防
、
伝
染
病
予
防
、
地
方
病
予
防
、
予
防
接
種
、
成
人
病
予
防
お
よ
び
そ
の

他
一
般
予
防
業
務

五
現
況
と
そ
の
動
向

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
機
構
改
革
に
よ
り
、
従
来
の
次
長
制
を
廃
し
て
課
制
が
布

か
れ
、
総
務
課
、
衛
生
課
の
二
課
と
庶
務
、
普
及
、
衛
生
、
予
防
の
四
係
と
な
る
。
課

一二

O
O

長
二
係
、
長
四
が
配
概
さ
れ
そ
れ
ぞ
れ
所
掌
事
務
も
明
確
化
さ
れ
責
任
体
制
が
椛
立
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
な
お
保
健
所
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
管
内
の
公
衆
衛
生
お
よ
び
保

健
所
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
た
め
運
営
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
現

在
二
二
名
(
管
内
各
町
長
及
び
関
係
機
関
団
体
長
U

を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
保
健
衛
生
行
政
協
力
団
体
と
し
て
、

保
健
所
運
営
協
力
会
(
一
二
名
〉

献
血
推
進
協
議
会
(
一
二
名
)

母
子
愛
育
会

管
内
助
産
婦
会

栄
養
改
善
協
力
員
身
延
支
部

調
理
師
会
(
三
三
五
名
)

食
品
衛
生
協
会
身
延
地
区
支
部
(
六

O
O名〉

水

道

協

会

保
健
所
の
使
命
は
「
地
域
に
お
け
る
公
衆
衛
生
の
向
上
お
よ
び
増
進
を
は
か
る
こ

と
」
に
あ
り
、
疾
病
予
防
、
健
康
増
進
、
環
境
衛
生
等
公
衆
衛
生
対
策
の
中
枢
機
関
で

あ
る
こ
と
を
門
覚
し
特
に
こ
こ
数
年
来
栄
養
改
善
環
境
衛
生
の
推
進
、
衛
生
教
育
の
徹

底
を
市
川
点
施
策
と
し
て
努
力
し
て
い
る
。

第
七
節

南
部
警
察
署
身
延
幹
部
派
出
所

一

所

地

二

沿

革

昭
和
二
十
六
年
九
月
三
イ

部
補
派
出
所
を
設
け
る
。

昭
和
二
十
八
年
機
構
改
革
に
よ
り
南
部
警
察
署
身
延
巡
査
部
長
派
出
所
と
な
る
。

昭
和
四
十
年
機
構
改
革
に
よ
り
南
部
警
察
署
身
延
幹
部
派
出
所
と
改
め
現
在
に
い

た
る
。

在

身
延
町
梅
平
六
五
一
番
地

身
延
町
警
察
署
(
自
治
体
警
察
〉
の
廃
止
に
よ
り
警



機

構

(南

部

竺

針

転

一ム

身
延
幹
部
派
出
所
工
l
一
身
延
駅
前
世
昼
間
官
駐
在
所

一

ー
一
身
延
山
件
察
官
駐
在
所
一

ー
一
下
山
許
察
官
駐
在
所
一

南部警察署身延幹部派出所

四

管

轄

身
延
町
全
域
(
但
し
七
面
山
を
除
く
)

五
業
務
処
理
(
昭
和
四
十
三

年
度
)

変

通

事

故

約

六

O
件

刑

事

事

件

約

九

O
件

六
現
況
と
そ
の
動
向

交
通
事
故
、
刑
事
事
件
と
も
多
発
の
傾

向
に
あ
る
。

第
八
節

身

延

線

管

理

長

所

身
延
町
角
打
駅
構
内

在

地

第
二
草

庁

官

/，'-
t、

二

沿

革

昭
和
三
十
六
年
五
月
」
l

五
日
身
延
線
経
営
改
善
管
理
の
た
め
開
庁
す
る
。

昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日
身
延
駅
前
に
新
庁
舎
落
成
移
転
す
る
。

一
機
構
と
業
務
内
容

l
司

1
4到

ト
一
労
働
係
一
身
延
線
全
線
に
わ
た
る
業
務
の
運
営

1
1
1
1
1
1
J
し
、
火
事
、
労
働
、
経
理
、
旅
客
、
貨
物
の

|

一

経

理

係

一

ー一

旅

客

輸

送

係

一

|
一
貨

物

輸

送

係

一

輸
送
等
に
つ
き
諸
般
の
業
務
を
指
導
運
営
し

て
い
る
。

長

四

管

轄

身
延
線
富
士
|
善
光
寺
間
(
/
六

・
五

キ
ロ
メ

ー
ト

ル
)
を
統
轄
す
る
。

業
務
機
関
|
四

O
機
関

駅

二

八

車

掌

区

電

車

区

一

停

留

所

電

気

区

一

保

線

一メ

機
関
別
人
員

l
九
四
一
人

管
理
長
付

電
車
区
員

駅

間

貝

電
気
区
員

車
掌
区
員

保
線
区
員

理

一八一

管線延

一
九
四

二
六
八

一
四
七
七
六

一
四
八

身

一二

O

一



第
十
四
編

本
町
に
あ
る
官
公
庁

五
現
況
と
そ
の
動
向

昭
和
三
十
六
年
発
足
以
来
全
線
の
経
営
成
績
の
向
上
、
輸
送
力
の
増
強
、
サ
ー
ビ
ス

の
改
善
等
に
つ
と
め
て
き
た
が
、
現
在
富
士
、
富
士
宮
聞
の
複
線
工
事
を
実
施
中
で
あ

り
、
更
に
全
線
複
線
化
、
急
行
列
車
の
延
長
お
よ
び
東
海
道
中
央
線
列
車
の
相
互
乗
入

れ
等
、
地
元
の
要
望
の
実
現
に
も
努
力
し
て
い
る
。

第
九
節

身
延
電
報
電
話
局

沿所

革地

身
延
町
梅
平
二
ハ

O
二
番
地

在

交
換
機
(
四
ノ

O
端
子
)

総
工
費
一
億
九

O
O万
円

身延電報電話局の受 付

昭
和
四
十
三
年
五
月
二
十
六
日
身

延
町
の
身
延
山
、
大
河
内
、
豊
岡
、
下

山
の
各
郵
便
局
の
電
報
電
話
業
務
を
継

承
し
て
自
動
式
装
備
を
も
っ
て
開
局
す

る。
敷

地

面

積

二
、
七
九
四

・
六
平
方

メ
ー
ト
ル

建
坪
お
よ
び
規
模
一
、
五
一
三

平
方
メ
ー
ト
ル
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

造

三

階
建

施

設本
局
|

C
四
六

O
、

ク
ロ
ス
バ

ー
自
動
交
換
機
(
一
四

O
O
端

子〉下
山
!
C
X
2
ク
ロ
ス
バ
ー
自
動

局

舎

五

、
五

O
O万
円

施

設

一

億

五

、
四

O
O万
円

機
構
と
業
務
内
容

|日本電信電話公社|

山梨電気通信部

身延電報電話局 l

務

口付

四

管

轄

町
内
四
地
区
電
報
電
話
業
務
を
統
括
(
町
内
全
域
自
動
交
換
化
)

半
白
外
集
局
委
託
(
南
部
、
富
河
、
万
沢
)

本局業務取扱関係図2 図

一二

O
二

電
話
の
加
入
、
電
報
の

送
受
信
、
配
達
料
金
の

収
納

ゴ竺II竺

電
信

・
電
話
設
備
保
守

係
丁
総
務
的
事
務

jも[的l
rA :1>: }~ 
@ ・統介 }n)

&， 委託局

・隣接日
図 取扱区域

ZE 身延線



付

五

業

務

実

績

電
話
普
及
状
況

年 度|下山|叫豊岡|大河内|計

大正14年度 54 本54 

昭和5年度 20 70 90 

昭和8年度 25 80 7 112 

昭和17年度 27 l∞ 4 15 146 

昭和25年度 30 150 10 40 2301 

昭和35年度 61 272 32 117 482 

昭和40年度 76 340 40 147 593 

昭和43年度 85 424 312 622 1，443 

昭和33年8月 2，101 

昭和43年12月 2，917 

。
電
報
取
扱
い
通
数
〈
昭
和
四
十
三
年
五
月
二
十
六
日
よ
り
昭
和
四
十
四
年
五
月
二

十
七
日
ま
で
)

管
内
(
身
延
町
全
域
)
通
数
一
二
二

O
四
通

委
託
局
取
扱
い
通
数
(
南
部
、
内
船
、
富
河
、
万
沢
〉
八
二
八
五
通

1 2 

第
十
節

営
林
署
身
延
駐
在
所

一

所

地

身
延
町
角
打

一
、

O
八
七
番
地

二

沿

革

明

治

四

十

四

年

三

月

十

一

日

明
治
四
十
年
、
明
治
四
十
=
一
年
と
重
な
る
山
梨
全
県
下
大
水
害
救
仙
の
御
心
よ
り
明

治
天
皇
ご
下
賜
の
恩
賜
県
有
財
産
実
測
面
積
約
十
八
万
六
千

ヘ
ク
タ

ー
ル
は
そ
の
後
、

在
御
料
林
お
よ
び
民
有
地
等
を
買
い
受
け
た
反
面
、
不
要
在
地
林
野
と
し
て
町
村
に
売

在

第
二
章

r:=;. 
H 

F、、.
ふA、

庁

所

払
っ
た
も
の
お
よ
び
水
道
水
源
林
と
し

て
東
京
都
を
は
じ
め
神
奈
川
県
横
浜
市

お
よ
び
甲
府
市
等
へ
売
払
っ
た
も
の
、

演
習
地
と
し
て
旧
日
本
陸
軍
へ
移
管
し

た
も
の
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
に
よ

る
政
府
売
払
い
等
が
あ
り
、
現
在
の
県

有
林
面
積
は
一
五
六
、
八
八
五
ヘ
ク
タ

ー
ル
と
山
梨
県
森
林
面
積
三
四

O
、
三

八
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
四
六
パ

ー
セ
ン
ト

を
占
め
て
い
る
。

明
治
四
十
四
年
四
月
、

山
梨
県
庁
内

務
部
に
恩
賜
県
有
財
産
管
理
課
が
設
置

さ
れ
る
と
同
時
に
甲
府
、
韮
崎
、
谷
村

鰍
沢
の
四
カ
所
に
出
張
所
を
設
け
そ
の

現
地
業
務
を
担
当
す
る
分
担
区
を
県
下

在「
ト
L
舟
J
叫延身署林

~ι 

己

二
六
カ
所
に
設
置
し
た
。

昭
和
十
三
年
十
二
月
、
機
構
改
革
が
行
な
わ
れ
出
張
所
を
林
務
署
と
改
称
し
県
下
に

甲
府
、
塩
山、

韮
崎
、
鰍
沢
、
大
月
、
吉
田
、
栄
と
七
林
務
署
を
設
置
す
る
と
同
時
に

現
地
担
当
と
し
て
分
担
区
を
四
七
カ
所
に
設
置
し
た。

昭
和
二
十
五
年
八
月
、
時
代
の
推
移
と
県
有
林
経
営
の
み
を
専
門
的
に
行
な
う
必
要

か
ら
五
営
林
事
務
所
(
韮
崎
、
鰍
沢
、
塩
山、

大
月
、
吉
田
〉
を
設
置
し
現
地
担
当
の

営
林
区
を
二
十
五
カ
所
設
置
し
管
理
経
営
業
務
に
当
た
っ
て
き
て
い
る
。

昭
和
二
十
八
年
、
再
び
民
有
林
行
政
お
よ
び
森
林
土
木
(
治
山、

林
道
〉
業
務
を
含

め
た
総
合
林
務
行
政
を
行
な
う
林
務
事
務
所
を
甲
府
市
を
加
え
た
六
カ
所
に
設
置
し
担

当
営
林
区
と
し
て
三
五
カ
所
配
置
し
現
在
に
い
た
る
。

三

管

轄

区

域

身
延
営
林
区
は
県
の
最
南
端
温
暖
多
雨
の
気
候
に
恵
ま
れ
、
数
々
の
杉
檎
の
有
名
林

業
地
を
も
っ
富
沢
町
に
面
積
六
四
四
ヘ
ク
タ

ー
ル
南
部
町
に
七
八
五
ヘ
ク
タ

ー
ル
を
も

一二

O
三



第
十
四
編

木
町
に
あ
る
官
公
庁

つ
南
部
営
林
区
と
身
延
町
内
二
、

一
j
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
県
有
林
を
も
っ
身
延
営
林
区

計
三
、
六
一
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
管
理
す
る
。
そ
の
地
勢
は
最
南
端
宮
沢
町
の
標
高
四

0

0
メ
ー
ト
ル
付
近
か
ら
身
延
町
サ
ワ
ラ
森
の
二
、

0
0
0
メ
ー
ト

ル
付
近
に
至
る
急
し

ゅ
ん
な
山
岳
地
で
そ
の
地
質
は
泥
板
岩
、
砂
岩
、
堆
積
礁
岩
か
ら
成
る
三
倉
統
群
で
占

め
ら
れ
軟
弱
な
山
地
を
形
作
っ
て
い
る
。
資
源
と
し
て
は
昭
和
四
十
年
度
調
査
に
よ
る

と
針
柴
樹
二
九
、

0
0
0立
方
メ
ー
ト
ル
、
広
葉
樹
一
九
二
、

0
0
0立
万
メ
ー
ト
ル

の
計
二

二

一、

O
G
O立
方
メ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
お
り
針
広
の
混
滑
歩
合
は
針
葉
樹
一

三
パ
ー
セ
ン
ト
、
広
川
県
樹
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

凶
業
務
内
容
処
理
件
数
等
に
つ
い
て

県
有
林
三
、
4
ハ
一
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
管
理
を
主
業
と
し
、
主
席
物
調
査
(
立
木
関
係
〉

に
関
す
る
業
務
一
切
、
造
林
関
係
(
洲
口
川
、
地
ご
し
ら
え
、
植
付
、
下
刈
)
の
監
督
指

ね
さ
ひ

導
一
切
並
び
に
山
葵
問
貸
付
地
外
植
栽
貸
付
地
等
関
係
一
切
の
外
に
境
界
の
維
持
管
理

並
び
に
部
分
林
関
係
等
管
内
に
生
ず
る
全
部
の
問
題
に
つ
い
て
所
長
の
命
に
よ
り
そ
の

任
に
当
た
っ
て
い
る
。
次
に
年
間
の
業
務
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

主
斥
物
収
穫
業
務
.

六、

0
0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
継
続
貸
付
地
調
査
一

O
件

造
林
面
積
約
八

O
ヘ

ク

タ

ー

ル

部

分

林

関

係

調

査

五

O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル

(
三

O
O
立
万
メ
ー
ト
ル
)

五
現
況
と
そ
の
動
向

管
内
面
和
三
、
六
一
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
う
ち
昭
和
四
十
三
年
度
ま
で
の
杭
栽
面
積
は

約
八

O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
が
人
工
造
林
の
始
め
は
昭
和
七
、
八
年
頃
よ
り
南
部
町

上
佐
川
川
地
区
及
び
身
延
町
鷹
取
山
等
比
般
的
人
家
に
近
い
と
こ
ろ
よ
り
始
め
ら
れ
た
が

そ
の
凶
積
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
の
昭
和
二
十
年
ま
で

に
は
約
六
卜
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
造
林
面
積
で
あ
っ
た
が
そ
の
後
木
材
の
需
要
が
増
す
に
つ

れ
て
奥
地
林
の
伐
採
が
進
行
し
、
跡
地
更
新
の
必
要
か
ら
人
工
造
林
面
積
も
増
加
の
一

途
を
た
ど
り
、
昭
和
三
十
年
ま
で
に
は
約
一
四

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
植
栽
、
次
の
昭
和
四

十
年
ま
で
の
卜
年
間
に
三
四
O
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
植
栽
を
完
了
し
た
。
し
か
し
木
地
方
は

県
の
最
南
端
に
位
置
し
気
象
並
び
に
地
閣
内
的
条
件
に
恵
ま
れ
、
杉
楠
の
優
良
林
地
を
造

成
で
き
る
可
能
性
の
高
い
こ
の
林
地
に
広
即
応
樹
を
繁
茂
さ
せ
て
お
く
こ
と
は
得
策
で
な

一二

O
四

い
と
の
見
地
か
ら
、
残
在
す
る
広
葉
樹
の
粗
悪
林
分
の
優
良
樹
種
へ
の
林
種
転
換
を
計

画
し
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
今
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
広
葉
樹
の
利
用
価
値
が
高
ま

っ
た
こ
と
と
、
搬
出
施
設
の
改
善
が
進
ん
だ
こ
と
と
相
ま
っ
て
伐
採
計
画
が
順
調
に
進

行
し
た
た
め
に
昭
和
四
十
一
年
度
よ
り
四
十
三
年
度
ま
で
に
二
六

O
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
人

工
造
林
が
終
了
し
て
い
る
が
ま
だ
全
体
面
積
の
約
二
二
パ
ー
セ
ン

ト
に
地
、ぎ
ず
、
今
後

も
人
工
に
よ
る
更
新
が
可
能
な
地
に
は
で
き
得
る
限
り
植
栽
を
行
な
い
、
将
来
全
体
面

積
の
五

O
J六
0
.ハ
l
セ
ソ
ト
ま
で
に
人
工
造
林
地
を
も
っ
て
ゆ
く
計
画
で
あ
る
。

' 

也
-
一
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